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第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の発行 

及びコミットメント条項付買取契約締結に関するお知らせ 

当社は、本日開催の取締役会において、第三者割当による行使価額修正条項付き新株予約権（以下「本新株予約
権」といいます。）の発行、及びコミットメント条項付買取契約の締結を決議しましたので、以下のとおりお知ら
せいたします。 

1.  募集の概要 

(1)  割当日 2015 年 8月 18 日 

(2)  発 行 新 株 予 約 権 数 2,297,499 個（本新株予約権 1個につき 1株） 

(3)  発行価額 本新株予約権 1 個当たり 4 円（総額 9,190 千円） 

(4)  当該発行による潜在株

式数 

潜在株式数: 2,297,499 株 

なお、株価の変動により行使価額が修正された場合でも、潜在株式数

は原則として 2,297,499 株で一定ですが、当社が時価以下で株式を発

行することにより行使価額が調整される場合や株式分割を行うことに

より行使価額が調整される場合その他の発行要項に定める事象が発生

した場合には潜在株式数が調整される場合があります。 

(5)  資金調達の額（新株予

約権の行使に際して出

資される財産の価額） 

746,931 千円（差引手取概算額） 

資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に

際して出資される価額（当初行使価額ですべての本新株予約権が行使され

たと仮定した場合）を合算した金額から、発行諸費用の概算額を差し引い

た理論上の金額です。行使価額が修正されて当初行使価額より上昇又は下

落した場合には、資金調達の額は増加又は減少することとなります。ま

た、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が本新株

予約権を取得して消却した場合には、資金調達の額は減少します。 
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(6)  行使価額及び 

行使価額の修正条件 

当初本新株予約権行使価額（決議日の直前取引日の株価の終値）325 円 

行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の当

社普通株式の終値の 90%に相当する金額に修正されます（端数が生じた場

合、当該行使価額の切上げ又は切下げはありません。当該行使価額に新

株予約権の行使数を乗じた後に 1 円未満を切上げます。）。但し、下限

行使価額は当初行使価額である決議日の直前取引日の終値の 50％に相当

する額である 162 円以上でなければならないこととされております。な

お、行使価格に上限はありません。また、当社が時価以下で新株式を発

行する場合や、株式分割を行うことにより行使価額が調整される場合

等に発行要項に従い行使価額が修正される場合があります。 

(7)  募 集 又 は 割 当 方 法  

（ 割 当 予 定 先 ） 

第三者割当の方法により、マッコーリー・バンク・リミテッド（以下

「割当予定先」といいます。）に割り当てます。 

(8)  譲渡制限及び行使数量
制限の内容 

 

 

 

当社は、割当予定先との間で、コミットメント条項付買取契約を締結する

ことを決議しました。当該買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に

当社取締役会の承認が必要である旨が定められ、本新株予約権を譲渡した

場合、割当予定先は当該買取契約及び本新株予約権に基づく一切の債務か

ら免責され、割当予定先からの譲受人がコミットメント条項及び制限超過

行使にかかる義務を含む当該買取契約の割当予定先としての権利義務の一

切を承継することとなります。 

当社と割当予定先は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」

といいます。）の定める有価証券上場規程第 434 条第 1項、同施行規則第 

436 条第 1項から第 5項まで、及び日本証券業協会の定める「第三者割当増

資等の取扱いに関する規則」第 13 条の定めに基づき、原則として、単一

暦月中に割当予定先が本新株予約権を行使することにより取得される株式

数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の 10%を超える部分

に係る転換又は行使（以下「制限超過行使」といいます。）を制限するよ

う措置を講じます。具体的には、①割当予定先が制限超過行使を行わない

こと、②割当予定先が本新株予約権を行使する場合、あらかじめ、当社に

対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を

行うこと、③割当予定先が本新株予約権を転売する場合には、あらかじ

め、転売先となる者に対し、当社との間で前記①及び②に定める事項と同

様の内容を約させること、④割当予定先は、転売先となる者がさらに第三

者に転売する場合も、あらかじめ当該第三者に対し当社との間で前記①及

び②に定める事項と同様の内容を約させること、⑤当社は割当予定先によ

る制限超過行使を行わせないこと、⑥当社は、割当予定先からの転売先と

なる者（転売先となる者から転売を受ける第三者を含む。）との間で、当

社と割当予定先が合意する制限超過行使の制限と同様の合意を行うこと等

について、コミットメント条項付買取契約で合意します。 

(9)  その他 ― 
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2.  募集の目的及び理由 

当社グループは、事業の立て直しを進めていますが、当社グループの財政状況は、安定しておらず収益向上

には至っておりません。直近期（2014年 12月 31日までの第 4四半期連結累計期間）における当社グループの

純損失は2,936千米ドル（360百万円）となっており、財務基盤の安定化が課題となっており、当社グループに

は、2011年以降続けて継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 

当社は、新規事業として高い収益性が見込まれるモバイル事業に参入するため、2015 年 1 月 15 日付のプレ

ス・リリース「GINSMS Inc.の54.57％の株式の取得（子会社の異動）に関するお知らせ」（以下、「2015年1月

15 日付プレス・リリース」といいます。）にて開示したとおり（詳細は、当該プレス・リリースをご参照くだ

さい。）当社の完全子会社である Xinhua Mobile Limited（以下、「新華モバイル」といいます。）が、カナダ

のトロント・ベンチャー証券取引所（以下、「TSX-V」といいます。）に株式を上場している GINSMS Inc.（本

社：カナダ・アルバータ州。証券コード: GOK。以下、「GINSMS」といいます。）の発行済株式の合計

28,123,320株（発行済株式総数の約 54.57％に相当）を取得するため、GINSMSの取締役会長であり、主要株主で

もある、Lai Man Kon 氏（以下、「ライ氏」といいます。）、ライ氏が持分を 100％所有する Panaco Limited（以

下、「Panaco」といいます。）及び当社の CEO であるレン・イー・ハン氏（以下、「レン氏」といいます。）

が持分を 100％所有する One Heart International Limited （以下、「One Heart」といいます。）の 3株主から

株式等を取得することを決議し、各株主との間で売買契約書を締結しました。 

 

当該取引の際、当社は、ライ氏及び Panacoそれぞれに対して、年 18％の割合の利息（利息は一日複利の満期

日払）で元本及び利息の満期日（当初）が 2015年 4月 14日となる総額 3,909千カナダドル（385百万円）のア

ンセキュアード・プロミッサリー・ノート（無担保約束手形1）（以下「ノート」といいます。）を振出し、

One Heartに対して、年 9％の割合の利息（利息は一日複利の満期日払）で元本及び利息の満期日が 2015年 7月

14日である額面 1,546千カナダドル（152百万円）のノートを振出しました（現在、当該 One Heart宛のノート

の満期日は、一旦 2015 年 8 月 31 日まで延長されています。）。なお、Panaco が保有していた、当社が振出人

及び支払人である 3,897千カナダドル (384百万円）のノートは、2015年 5月 1日に全額ライ氏に譲渡されてお

ります。  

 

当社は、これらのノートの支払いのため、満期日までに別途増資等により弁済資金を調達する予定で、モバ

イル事業をグローバルに展開していくことを前提に、複数の金融機関・投資家と具体的な資金調達方法につい

て協議を進めてきましたが、交渉にはしばらく時間を要する見込みであったため、当社は、2015 年 5月 1 日に

ライ氏が保有するノートの支払いの一部についてデット・エクイティ・スワップ（以下「DES」といいます。）

を実施しました。なお、ライ氏が保有するノートの支払いの残りの 2,631千カナダドル（259百万円）に対して

は、ライ氏との交渉により新たなノートを発行し返済期日を2015年8月31日に延期することにしました。また

当社は、ライ氏に One Heartが保有する上記額面 1,546千カナダドル（152百万円）のノートを担保提供するこ

とに加えて、新華モバイルが保有するオプションを行使させることにより、One Heartが保有するGINSMSの額面

金額 6,255千カナダドル（617百万円）の転換社債（満期 2015年 9月 28日）を新華モバイルが取得し、その対

価として、当社が One Heartに対して額面金額 6,255千カナダドル（617百万円）の新たなノートを発行したう

                                                      
1 なお、これらの無担保約束手形は、香港法に基づき振り出す私的なもので、証書貸付けとしての性質を有

するものであり、手形交換所等が関与するものとは異なります。従って保有者の同意があれば、満期日そ

の他の条件の変更について交渉及び変更することが可能です。以下、本お知らせにて言及する無担保約束

手形について同様です。 
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えで、One Heartをして、当該 One Heart宛の新たなノートも担保としてライ氏に提供しています。上記取引の

詳細は、2015 年 5 月 1 日付のプレス・リリース「第三者割当（デット・エクイティ・スワップ）による新株式

発行及び GINSMS Inc. の転換社債の取得に関するお知らせ」（以下、「2015年 5月 1日付プレス・リリース」

といいます。）をご参照ください。 

 

また当社は、当面の運転資金を確保するため、2015 年 1 月及び 2 月に外国の個人投資家（以下「外国人投資

家」といいます。）から総額 600千シンガポール・ドル（55百万円）の借入れ、2015年 2月及び 3月に当社取

締役の原野直也氏（以下「原野氏」といいます。）から、総額 50 百万円（408 千米ドル）を借入れました。上

記外国人投資家からの借入金の返済日は、一旦 2015年 5月 31日まで延長され、その後 2015年 8月 31日に延長

されました。また、原野氏からの借入金の返済日は、同氏からの最後の借入金の返済日である 2015年 9月 2日

に一旦すべて延長されています。 

 

上記のそれぞれの取引により、現在の当社の返済を要する債務（ノート及び短期借入金）の状況は、以下の

一覧のとおりです。（原野氏以外の債権者に対する利息は、一日複利です。） 

債権者 借入通貨 

元本額 

ノート発行日 

・借入日 

満期日 

・返済日 
利息（年率） 借入通

貨 

(千) 

千米ドル 日本千円 

ライ氏 カナダドル 2,631 2,119 259,479 2015年 5月 1日 2015年 8月 31 日 28% 

One 

Heart 

カナダドル 1,546 1,245 152,463 2015年 1月 15日 2015年 8月 31 日 9% 

カナダドル 6,255 5,038 616,853 2015年 5月 1日 2015年 10月 30 日 18% 

外国人 

投資家 

 

シンガポールドル 200 149 18,188 2015年 1月 29日 2015年 8月 31 日 18%/25%/28% 

シンガポールドル 200 149 18,188 2015年 2月 16日 2015年 8月 31 日 18%/25%/28% 

シンガポールドル 200 149 18,188 2015年 2月 27日 2015年 8月 31 日 18%/25%/28% 

原野氏 

 

日本円 20,000 163 20,000 2015年 2月 5日 2015年 9月 2日 15% 

日本円 10,000 82 10,000 2015年 2月 27日 2015年 9月 2日 15% 

日本円 10,000 82 10,000 2015年 3月 2日 2015年 9月 2日 15% 

日本円 10,000 82 10,000 2015年 3月 3日 2015年 9月 2日 15% 

合計  9,256 1,133,360  

 

当社グループの既存事業の売上高は減少している中で、運転資金を確保しつつ、上記のノート及び短期借入

金を返済するためにも、追加資金が喫緊に必要な状況です。具体的には、当面の運転資金として 340～506 百

万円程度（2015年 8月から 2016年 7月まで）、短期借入金の返済として 124～127百万円程度（2015年 8月か

ら 2016年 3月まで）、及びノートの返済として156～608百万円程度（2015年 8月から 2016年 6月まで）がそ

れぞれ必要であると見込んでおります。これらは、短期的に当社グループが存続するために不可欠で、結果と

して当社の企業価値を向上させ、株主共同の利益に適うものと考えており、資金使途は合理的であると判断い

たしました。 

 

また、金融機関からの借り入れは条件面で折り合いが付かなかったこと等も踏まえて、今般、本第三者割当

により資金を調達することといたしました。 

 

当社は、2015 年 6 月 18 日付のプレス・リリース「当社の借入金の返済期日の延長交渉等に関するお知

らせ」にて開示しているとおり、外国人投資家との間で、当社の請求により 2百万米ドル（245百万円）

を上限として借入ができるよう与信枠を設定することに合意しています。これは、割当予定先による本
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新株予約権の行使の状況とは別に、当面の運転資金が不足することを防ぎ、確実性を担保するために設定

しています。詳細は、当該プレス・リリースをご参照ください。 

 

なお、本第三者割当により、当社の CEOであるレン氏が持分を 100％所有する One Heartに対するノートの返

済は全額はできない見込みですが、同社に対するノートの残債務は、今後金融機関や投資家等との交渉を進め、

別途資金を調達することで返済する予定です。 

3.  資金調達方法の概要及び選択理由 

（1）資金調達方法の概要 

今回の資金調達は、当社が割当予定先に対し、行使価額修正条項付き新株予約権を第三者割当の方法

によって割り当て、割当予定先による新株予約権の行使に伴う行使価額の払込により当社の資本が増加

する仕組みになっております。 

当社は割当予定先との間で、以下の内容を含むコミットメント条項付買取契約を締結いたします。 

 行使指示条項 

当該契約に基づき、割当予定先に割り当てた本新株予約権については、行使数の制限及び 1 回の行使価額が

10,000 米ドル （1 米ドルは、7.8 香港ドルとして換算2。）に相当する額（日本円への換算レートは、Bloomberg 

L.P.（ブルームバーグ社）における香港ドルの日本円に対する直近のレートを用いることが予定されています。）

を下回らない制限のもとで、割当予定先自らの判断で行使が行われるとともに、当社は、本新株予約権の行使期

間（2015年 8月 18 日から 2017年 8月 17 日までの期間）（以下「行使期間」といいます。）の始期からその満

了日の 20 取引日前の日（当日を除く。）までの期間中、一定の制限の範囲内で当社の判断に基づき、当社が指

定する数の本新株予約権を行使するよう割当予定先に対して指図を行うことができます。割当予定先は、かかる

指図を受けた場合、一定の条件及び制限のもとで、指定された数の本新株予約権を当該指図が効力を生じた日か

ら 10 取引日以内の期間（以下「行使義務期間」といいます。）中に行使する義務を負います。但し、割当予定

先が、以下のいずれかの事由が存在すると合理的に判断し、その旨を当社に通知した場合には、当該事由が解消

してから 3取引日を経過するまでは割当予定先は本新株予約権の行使義務を負わず、また当該事由が存在してい

る期間は、行使義務期間の計算から除外されます。 

（i） 政府、裁判所又は金融商品取引所その他の自主規制機関の指示に基づく場合    

（ii） 割当予定先又はその日本における関連会社が関係法令及び規則を遵守するために必要な場合 

（iii）行使義務期間中のいずれかの時間において、当社の普通株式について、東京証券取引所において

取引停止処分又は取引制限（一時的な取引制限、ストップ安又はストップ高の措置を含む。）がな

されている場合。 

 当社による行使指示の条件等 

当社が一度に本新株予約権の行使を指図できる数は以下の（i）から（iv）のうち、いずれか少ない数

を上限とします。当社の割当予定先に対する本新株予約権の行使の指図が、当該数を超えるものである場合、

当該超過の限度で当社による行使指図は無効となり、当該超過が起こらない最大の数についての行使指図であっ

たものとみなします。 

（i）新株予約権の行使が制限超過行使とならない最大の数 

                                                      
2  香港ドルは 1983 年以降、米ドルに対するペッグ制を開始したことによって、1 米ドル=7.8 香港ドルでレ

ートが固定され、2005 年以降は目標相場圏制度が導入されたことにより、1 米ドル＝7.75～7.85 香港ドルの

間での変動が認められております。 
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（ii）当該指図に基づき行使すべき本新株予約権の行使価額に、行使すべき全ての本新株予約権の

数を乗じた価額の合計金額が 、 

（a）1 千万円（b）当該指図が有効となる直前の取引日（以下、「直前の取引日」といいます。）

を最終日とする 5 連続取引日の当社の普通株式の 1 日当たり売買代金額の平均値又は（c）直前

の取引日を最終日とする 5 連続取引日間の当社の普通株式の 1 日当たり売買代金額の中央値を

超えない範囲の最大の数 

（iii）本新株予約権が行使される結果、割当予定先及び割当予定先関係者が所有している当社の発

行済株式（普通株式及び優先株式のどちらも含む）の数が当社の発行済株式総数の 9.99%を超え

ない範囲の最大の数 

（iv）本新株予約権が行使される結果、割当予定先が所有している当社の株式に係る議決権数が当

社の総議決権数の 5%を超えない範囲の最大の数 

 

また、以下のいずれかに該当する場合、当社はかかる指図を行うことはできません。 

（i）直近の本新株予約権が行使された日（又は当社が行使指図をした日）から 2 取引日目が到来し

ていない場合 

（ii）当社に未公表の重要事実等がある場合 

（iii）当社の財政状態又は業績に重大な悪影響をもたらす事態が発生した場合 

（iv）当社が割当予定先に表明及び保証した事項が指図の直前時点において重要な点において真実でな

く又は正確でない場合 

（v）当社が発行要項第 14 項（1）又は（2）に基づく通知を発しているか、当社に発行要項第 14 

項（2）に定める事由が発生している場合 

（vi）本新株予約権の買戻権に基づき割当予定先から通知を受領している場合 

（vii）行使直前の 3 連続取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値のいず

れかが下限行使価額の 110％を超えていない場合 

（viii）行使指示の時点における東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が直前

取引日の当社の普通株式の普通取引の終値よりも 10％以上減少している場合 

（ix）取引日の中国標準時午前 7 時前に行使指図が交付されない場合（当社の事業本部は香港にあ

り、北京との間で時差がないため、当該中国標準時が選択されています。なお、日本との時差

はマイナス 1時間です。） 

（x）割当予定先との事前の合意により発行が認められている当社の普通株式又は有価証券について、

当社が発行について公表し、または取締役会で決議したものの、未発行のもの又は未交付の

ものがある場合 

 

 先買権に関する条項  

当社は、割当予定先との間に締結する予定のコミットメント条項付買取契約に基づき、①本新株予約権の権

利行使期間の満了日、②当該満了日以前に本新株予約権の全部の行使が完了した場合には当該行使が完了した日、

③当社が割当予定先の保有する本新株予約権の全部を取得した日、及び④コミットメント条項付買取契約が解約

された日、のいずれか先に到来する日から 6 ヶ月が経過する日までの間に、転換価格修正条項や当社普通株式

への転換権を含む条件面において本新株予約権に類似する新株予約権を当社が第三者に対し発行しよう

とする場合には、当社が当該第三者に対する新株予約権の発行に合意する前に、割当予定先に対して、同条件

にてその予定する発行額の全部又は一部について、引受け又は購入する意図があるかどうかを確認することを

合意する予定です。 
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割当予定先が当該新株予約権等の引受け又は購入を望む場合には、当該第三者の代わりに又は当該第

三者に加えて、割当予定先に対して同条件にて新株予約権等を発行いたします。但し、①当社又は当社の

子会社の取締役、役員、従業員、コンサルタント、投資家又は債権者を対象とし、株式又はストック・オプ

ションを発行する場合、及び②当社が他の事業会社又は個人との間で行う業務上の提携・与信枠の設定（既存

の提携・与信枠の設定に限らず、新規又は潜在的な提携・与信枠の設定を含みます。）の一環として又はこれ

に関連して当該他の事業会社又は個人に対して株式、ストック・オプション又はその他の証券を発行する場合

（当該事業会社が金融会社でなく、又、当社に対する金融を提供することを主たる目的として業務上の提携を

行うものでもない場合に限る。）には、当社は、割当予定先に対して、同条件にてその予定する発行額の全部

又は一部について、引受け又は購入する意図があるかどうかを確認する必要はなく、割当予定先に上記のよう

な先買権は存在しません。 

 

 エクイティ性証券の発行に関する条項 

① (a) 当社又は当社の子会社の取締役、役員、従業員、コンサルタント(b)  金融機関ではない投資家又は

債権者を対象とし、株式又はストック・オプションを発行する場合、及び②当社が他の事業会社との間で行う

業務上の提携（既存の提携に限らず、新規又は潜在的な提携を含む。）の一環として又はこれに関連して当該

他の事業会社又は個人に対して株式、ストック・オプション又はその他の証券を発行する場合（当該事業会社

が金融会社でなく、又、当社に対する金融を提供することを主たる目的として業務上の提携を行うものでもな

い場合に限る。）を除き、本新株予約権が残存する間、当社は割当予定先の事前の書面による同意がない限り、

株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利が付与された新株予約権を発行すること

ができない旨についても合意します。なお、当社は、コール・オプションを有しているため、例えば、割当予

定先から本新株予約権を買い戻すことにより、株式に転換又は交換できる証券を第三者に割り当てることは可

能です。 

 

 解約条項等 

その他、コミットメント条項付買取契約上は、不可抗力により契約の履行が困難となった場合、当社

が表明保証した事実に誤りがあり又は当社が誓約や合意に違反した場合等、一定の条件のもとで、割当予定先

による解約が可能となります。また、割当予定先は、本新株予約権の行使期間の満了日まで 1ヶ月となった時以

降、その裁量に基づき当社に通知することにより、未行使分の本新株予約権の一部又は全部を当社が取得する

ように請求することができます。かかる請求を受けた場合、当社は、3取引日以内に当社が本新株予約権 1個当

たり発行価額と同額で当該本新株予約権を取得するものとします。なお、前記のとおり、コミットメント条項

付買取契約が解約された場合も、解約がなされた日から6ヶ月が経過するまでの間に当社が第三者に対し新株予

約権を発行しようとする場合は、原則として、当社は割当予定先に対して、事前にその予定する発行額の全部

又は一部について、引受け又は購入する意図があるかどうかを確認する義務を負います。 

 

又、別紙発行要項第 14 項（1）に記載のとおり、当社がいつでも行使することが可能な権利としてコール・

オプションが付されており、3 取引日前までに事前に通知することにより、当社は本新株予約権の発行価額と同

額にて、いつでも本新株予約権を買い戻すことができます。なお、当社がコール・オプションを行使した場合で

も、割当予定先は、当社取締役会が指定する本新株予約権の取得日の前日までは、本新株予約権を行使すること

ができます。 
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一方、別紙発行要項第 14 項（3）に記載のとおり、本新株予約権の発行後、①東京取引所における当社普通株式

の普通取引の終値が 15 取引日連続して当初権利行使価額の20％に相当する額である65 円を下回った場合、②15 取

引日連続して当社普通株式の 1 日当たりの東京取引所における平均売買出来高が、1,000株を下回った場合、又は③

当社普通株式の東京取引所における売買が、5 取引日又はそれ以上連続して停止された場合には、割当予定先は、そ

の選択により、当社に対して本新株予約権の全部又は一部の取得を請求することができ、かかる請求がな

された場合、当社は、本新株予約権の発行要項に従い、当該請求がなされた日の翌取引日（同日を含む）

から起算して 3 取引日目に、本新株予約権に係る払込価額と同額にて取得請求のあった本新株予約権を取

得します。 

（2）資金調達方法の選択理由 

当社では、運転資金、負債の返済及び事業拡大のための資金確保を目的とし、新株式及び行使価額が

固定されている新株予約権の発行による第三者割当、並びに金融機関あるいは個人からの借入による、

間接金融・直接金融を含めた資金調達方法を検討いたしました。このうち、株式の発行については、当

社の財務状態が芳しくないこと（売上高減少や損失計上、無配） から、現時点において新株式の引受先

を見つけることは困難でした。また、当社の株価が不安定で財政面での安定性にも懸念があることから

行使価額が固定されている新株予約権の引受先を見つけることも困難でした。さらには、現在の当社の

財政状態により金融機関又は個人からの借り入れも難しい状況でした。そこで、当社は、第三者割当の

方法による本新株予約権の発行以外の方法にて資金を調達することが極めて難しいという結論に至り、

本新株予約権の発行により資金調達することを選択しました。 

 

また、下記「7.（2）割当予定先を選定した理由」に記載のとおり、割当予定先としてマッコーリー・

バンク・リミテッドを選択した主な理由は、同社との間で 2013年 12 月に第三者割当による新株予約権の

発行を実施した後、同社の投資意欲と当社の資金需要が合致したことによります。 

 

当社が同社に対して 2013 年 12 月 20 日に割り当てた 750,000 個の行使価額修正条項付新株予約権のう

ち、706,594 個が行使され、383,909,802 円の資金を調達しました。未行使分の 43,406 個は、390,654 円

（1 新株予約権あたりの発行価額である 9 円にて計算）にて 2014 年 7 月 15 日買い戻していますが、これ

はその時点における当社の発行済株式総数が、当時の当社の発行可能株式総数に達しため、同社が当該

未行使分を行使することができなかったことから、同社との契約に基づいて同社からの請求を受けて当

社が買い戻したものです。他の金融機関とも交渉も進めてまいりましたが、今般、本新株予約権の割当

先として再度同社を選定した理由は、同社が同種の投資案件に豊富な経験と実績を有していることに加

え、2013 年 12 月の発行でも同種の新株予約権の発行を同社と行っており、交渉や実行が比較的スムーズ

に進められると考えたためです。 

 

なお、今回の行使価額修正条項付き新株予約権の第三者割当による資金調達方法は、本新株予約権が全て行

使された場合に新規に発行される普通株式の株は 2,297,499 株となり、発行済の普通株式及び優先株式の総数

が、2015年 8月 17日現在、2,777,776.79株（自己株式等はありません。）であることから、一株一議決権

であり、自己株式は保有していないため、保有株式比率および議決権ベースの希薄化率はいずれも約 82.71%と

なる見込みです。（2015 年 5 月 1 日付プレス・リリースにてお知らせした DES による 277,777 株の発行を

合わせた場合、DESを実施する前の発行済株式総数に対する希薄化率は、103.01%となります。）このため、

本新株予約権が行使されて発行済株式総数が増加した場合には、当社株主に対し 1 株当たりの利益の希薄化等の
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影響を及ぼす可能性があります。しかしながら、上記のとおり、通常の新株予約権の発行に比べ、行使価額が修

正されるため、株価が下落したとしても割当予定先にとっては行使しやすく、又、新株式の第三者割当と異なり、

当社が新株予約権の行使の数量及び時期を相当程度コントロールすることができるという特徴をもっております。

株価の動向等を勘案しながら機動的に資金を調達することが長期間に亘って継続的に可能となるため、当社グル

ープの資金需要を満たしつつ、自己資本を増強することが可能であることから、下記「（3）本スキームの特徴」

【他の資金調達方法との比較】に記載のとおり、他の資金調達手段と比較しても、本スキームによる資金調達方

法が現時点において最良の選択であると判断し、これを採用することを決定いたしました。 

（3）本スキームの特徴 

本新株予約権による資金調達スキームには、以下のような長所及び短所があります。 

【長所】 

（ⅰ）当社が割当予定先に本新株予約権の行使の数と行使の時期を本新株予約権の条件と制限のもとで指定

することができるため、機動的な資金調達が可能であり、かつ希薄化による株価への影響を一定程度

抑えることができる。 

（ⅱ） 一度に行使される本新株予約権の数には、上記１．(8) に記載のとおり、上限が設けられており、ま

た、権利行使価額には下限が設定されていることから、株価に対する影響を限定することができる。 

（ⅲ） 株価が上昇し、有利あるいは効果的な調達方法の選択が可能な場合、当社はコール・オプションを行

使することで、本新株予約権を償還し、より有利あるいは効果的な調達方法を選択することができる。 

 

【短所】 

（ⅰ） 株価の下落により行使価額が下方修正されれば、資金調達額が減少する。 

（ⅱ） 割当予定先の基本方針として、権利行使後の株式を中長期間保有する意思を有しておらず、権

利行使により取得された株式が市場で売却された場合、市場株価の下落を招く可能性がある。 

（ⅲ） 割当予定先が本新株予約権を行使しない場合や、本新株予約権の買戻しを請求する場合、又はコミッ

トメント条項付買取契約を解約する場合等には、資金調達額が減少する。 

（ⅳ） 当社株式の流動性が著しく減少した場合、権利行使を指示できる数が減少するため、調達できる資金額

が著しく減少する。 

（ⅴ） 当社の手取額は割当予定先の権利行使状況、当社株価の推移及び本新株予約権の行使についての当社

の行使指示の条件等、将来の状況により変動するため、当社が予定どおりの資金調達ができない可能性

があり、当社の事業、財務状況及び業績に悪影響が及ぶ可能性がある。 

 

【他の資金調達方法との比較】 

上記「2.  募集の目的及び理由」に記載のとおり、当社グループの既存事業の売上高は減少してお

り、運転資金を確保しつつ、ノート及び短期借入金を返済するために、追加資金が喫緊に必要な状況

です。また現時点において、下記「4. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期」に記載の資金を

本新株予約権の発行以外の方法で調達することが極めて難しい状況であるため、当社は、本新株予約

権の発行による資金調達を行うことといたしました。 
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4. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額 

① 払 込 金 額 の 総 額 9,190 千円（573千香港ドル） 

＊なお、払込は円でも香港ドルでも可能とされております。 

② 本新株予約権の行使に際して

出 資 さ れ る 財 産 の 額 
746,687 千円 

③ 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 8,946 千円 

④ 差 引 手 取 概 算 額 

（ ① + ② - ③ ） 
746,931 千円 

（注） 

(i) 本新株予約権発行に係る発行諸費用は、価格算定費用として 916 千円（算定機関: RHL Appraisal  
Limited （以下、「RHL Appraisal」といいます。）、所在地: Room 1010, Star House, 
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong、Director: Alexander C.Y. Lau）、その他当社の弁護士費
用（ケイマン法に関する助言を含む。）、書類作成費用、株式発行事務費用等（約 8,030 千円）で
す。香港ドルで支払ったものに関しては、1 香港ドル＝15.79 円（2015 年 6 月 30 日現在の株式会社
三菱東京 UFJ銀行の対顧客電信売買相場（仲値））にて換算しております。 

(ii) 発行諸費用概算額には、消費税等は含まれておりません。 

(iii)上記差引手取概算額は、本新株予約権の発行価額の総額 9,190 千円に、当初行使価額ですべての本新

株予約権が行使されたと仮定した場合に出資される財産の価額 746,687 千円を合算した金額から、

本新株予約権に掛かる発行諸費用の概算を差し引いた金額を示しております。 

(iv)行使価額が修正されて当初行使価額より上昇又は下落した場合には、本新株予約権の行使に際して

出資される金額及び差引手取概算額は増加又は減少します。但し、本新株予約権の行使期間内に行

使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に

際して出資される金額及び差引手取概算額は減少します。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

当面の運転資金として、弁護士その他の専門家費用 111～146 百万円程度、GINSMS の運転資金 61～122

百万円程度（仕入れ、開発費、マーケティング費用、人件費及び専門家費用等）、当社グループの人件費

56～77 百万円程度、新華モバイルの運転資金 38 百万円程度（設備投資、マーケティング費用、人件費

等）監査法人支払 21～28百万円程度、保険料 18～24 百万円程度, 賃料等 15～18 百万円程度及びその他

の費用 20～53百万円程度（2015年 8月から 2016年 7月まで）を見込んでおります。また短期借入金の返

済として、外国人投資家に 68～71 百万円及び原野氏に 56 百万円（2015 年 8 月から 2016 年 3 月まで）、

並びにノートの返済として、ライ氏に 156~314百万円程度及び One Heart に 0～294 百万円程度（2015年

8 月から 2016年 6月まで）がそれぞれ必要であると見込んでおります。 

 

GINSMS の運転資金として 61～122 百万円程度を見込んでいるのは、近年、急激かつ高い成長を遂げて

いるモバイル事業において、同社がより早くその事業を拡大できるよう、当社グループからの迅速な資

金援助が必要不可欠であると考えているためです。現在、同社の売上は伸びていますが、現時点では、

債務超過の状態にあり、財務の健全性に引き続き不安が残っていることから、同社が自ら迅速に借入れ

等により資金調達をすることが難しい状況にあります。また、同社が自ら新株式を発行し資金を調達す

ることも検討しましたが、当社の同社に対する持分比率を維持したうえで、同社の株価が現在より相当

程度高くなった時点で新株式の発行による資金調達を行うことが望ましいと考えたため、当社から資金

援助を行う予定です。 
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なお、2015 年 1 月 15 日付プレス・リリースにて、GINSMS の株式の新華モバイルへの譲渡は、2015 年

5 月頃に完了する予定であった旨をお知らせしましたが、カナダにおける手続が予想以上に時間が掛かっ

ているため、現在スケジュールに遅れが生じています。ただ、2015年 5月 1日付プレス・リリースの中で

触れているとおり、2015 年 4 月 14 日に GINSMS より、当該株式の譲渡の条件であった GINSMS の少数株主

の過半数及び TSX-V のどちらの承認も得ることができた旨の連絡を受け、現在、当社は株式の登録名義書換

手続等を進めております。当社としては、当第 3 四半期中には当該株式の譲渡に係る手続が全て完了すると見込

んでおり、完了次第速やかに連結子会社化を行う予定です。これら一連の手続が実際に完了するまでは、当社か

ら GINSMS に同社の運転資金のための資金を貸し付けることは予定しておりません。 

 

 具体的な使途 金 額（百万円） 支出予定時期 

① 運転資金（販売管理費） 340～506 2015年 8 月から 2016年 7月 

② 短期借入金の返済 124～127 2015年 8 月から 2016年 3月 

③ ノートの返済 156～608 2015年 8 月から 2016年 6月 

※調達資金を実際に支出するまでは、当社名義の銀行口座にて管理いたします。また、本新株予約権の行使

に際して出資される財産の価額の合計額を含めた差引手取概算額は、「4.（1）調達する資金の額、使途及び支

出予定時期」に記載のとおりですが、本新株予約権の行使は原則として本新株予約権の保有者の判断による為、

現時点において本新株予約権の行使による財産の出資及びその時期を資金計画に織り込む事は困難です。上表の

支出予定時期については現時点における予定であり、具体的な金額及び使途については、行使による金銭の払込

が実際になされた時点の状況に応じて変更される場合があります。なお、当社が希望するような規模での資金調

達が結果としてできなかった場合には、原則として、適宜状況を考慮したうえで可能な限り上記①に記載の運転

資金の上限額及び上記②の短期借入金の返済を最優先し、余剰部分を上記③のノートの返済（ライ氏宛のノート

の返済を優先）に充てることを想定しております。なお、上記①の運転資金、②の短期借入金の返済及び③のノ

ートの返済の金額は、それぞれ下限と上限を設けて範囲として記載していますが、下限金額は本新株予約

権の平均行使価格が 270 円（市場価格が 300 円の場合）、また上限金額は当該行使価格が 540 円（市場価

格が 600 円の場合）であった場合を想定しています。 

 

なお、上記のとおり短期借入金及びノートを計画どおり返済できた場合、「2.  募集の目的及び理由」に記載

した現在の当社の返済を要する債務の状況は、2016年 6月には、以下のようになる予定です。 

債権者 借入通貨 

元本額 

利息（年率） 

2016年 6月の残額 

(利息を含む) 

（日本千円） 

備考 借入通

貨 

(千) 

千米ド

ル 
日本千円 

ライ氏 カナダドル 2,631 2,119 259,479 28% 0～192,134 完済又は一部返済 

One 

Heart 

カナダドル 1,546 1,245 152,463 9% 117,534～173,874 一部返済又は返済なし 

カナダドル 6,255 5,038 616,853 18% 520,842～761,397 一部返済又は返済なし 

外国人 

投資家 

 

シンガポールドル 200 149 18,188 18%/25%/28% 0 完済 

シンガポールドル 200 149 18,188 18%/25%/28% 0 完済 

シンガポールドル 200 149 18,188 18%/25%/28% 0 完済 

原野氏 

 

日本円 20,000 163 20,000 15% 0 完済 

日本円 10,000 82 10,000 15% 0 完済 

日本円 10,000 82 10,000 15% 0 完済 

日本円 10,000 82 10,000 15% 0 完済 

合計  9,256 1,133,360    
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5. 資金使途の合理性に関する考え方  

今回調達する資金は、①運転資金として 340～506 百万円、②短期借入金の返済として 124～127 百万円、

③ノートの返済として 156～608 百万円使用することを予定しております。なお、これらは、短期的に当社グル

ープが存続するために不可欠な資金であり、この資金を調達する事により、当社グループの収益向上が可能とな

り、結果として当社の企業価値・株価、ひいては株主利益の向上をもたらすものと考えており、資金使途は合理

的であると判断いたしました。なお、本新株予約権の権利行使による調達資金につきましては、新株予約権とい

う性質上、原則として新株予約権の割当てを受けた者の判断に委ねられるため、現時点で金額及び時期を確定的

に資金計画に織り込み支出予定を確定することは困難ではありますが、各事業の進捗状況などを勘案しながら、

運転資金、短期借入金の返済、及びノートの返済を中心に調達資金を充当する予定です。 

6. 発行条件等の合理性 

（1）発行条件が合理的であると判断した根拠 

当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定のコミットメント条項付買取契約に

定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の評価を独立第三者である算定機関（RHL Appraisal）に依頼し

ました。当該評価においては、新株予約権の公正価値は、まず原資産となる発行会社株式の価格（株価）の確率

過程を規定し、そこから想定される株価分布を元に新株予約権の権利行使により発生するペイオフ（金額と時期）

の期待値を求めることで算出できるとしたうえで、新株予約権の公正価値算定には、発行会社及び割当先の行動

を織り込みペイオフの経路を分析する必要があるため、数値計算手法（モンテカルロ法）により解を導いたとし

ています。具体的には、発行要項並びに当社の株価、当社株式の流動性及び株価変動性（ボラティリティ）等の

市場データを踏まえたうえで、当社に付されたコール・オプション及び行使指図権等の発動方針、割当予定先の

特約条項の発動方針及び割当予定先の株式保有方針等について、当社及び割当予定先へのヒアリングを基に一定

の前提を置き、発行時の払込金額による株主資本の流入、新株予約権の権利行使に際して発行される新株による

既存株式の希薄化をそれぞれ考慮したうえで評価を実施しております。 

 

また、割当予定先は、当社の株式の流動性を考慮しながら、自らの判断により随時権利行使及び株式売却を

行うものと理解しておりますが、評価上は、割当予定先の過去の同様な新株予約権における取り組みを分析した

結果を基にした売買出来高を目安にしております。行使して得た株式は、日々売却されていく前提で評価されて

おり、当該前提については、将来の売買出来高は過去の売買出来高と同じであると仮定したうえで、現在の流動

性が将来においても継続し、割当予定先による 1日あたりの株式売却数は、売買出来高の 10％であるという前提

を採用することで不合理ではないと、当社及び割当予定先と検討を重ね判断いたしました。なお、予想される出

来高及び株式を保有する制約によっては、全ての行使が終了しない可能性もあります。加えて、割当予定先には

買取請求権が付されておりますが、割当予定先に当該権利行使の意図を確認したところ、当該権利は当社の信用

事由に関する懸念が高まった時に行使するものと想定しているとの説明を受けており、それを前提に評価に織り

込んでおります。また、評価書は、一日当たり過去 2 年間の平均売買出来高が 15,282 株とされているため、割

当予定先による一日当たりの売却可能な株式数の上限は、1,528 株（一日当たりの過去 2 年間の平均売買出来高

の 10％）としています。また、1 回の行使請求で行使される価額は、10,000 米ドルを下回らず、行使価額に当社

の発行済株式総数の 5％を乗じた価額を上回らない価額であるものとしています。なお、行使期間中に行使指示

の要件を満たし、割当予定先が行使をしなかった場合、当社が割当予定先に行使を指示できます。かかる行使指

示に関する権利は、行使指示の要件が満たされた場合、当社が必ず行使を指示する前提で評価の際に考慮されて

います。これらの主要な前提について、算定機関により評価モデルの中で考慮・採用されたものとして合理的で

あると考えております。 
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また、当初行使価額は、本新株予約権発行に係る取締役会決議日の直前取引日の東京証券取引所における普

通取引の終値 325 円に決定いたしました。当初行使価額の決定につきましては、当社の業績動向、財務状況、株

価動向等を勘案し割当予定先と協議した上で総合的に判断いたしました。なお、当初行使価額の当該直前取引日

までの 1か月間の終値平均 361 円に対する乖離率は 10%、当該直前取引日までの 3か月間の終値平均 454 円に対

する乖離率は 28%、当該直前取引日までの 6か月間の終値平均 545 円に対する乖離率は 40%となっております。本

新株予約権の当初行使価額の算定方法について、取締役会決議日の直前取引日の終値 325 円といたしましたの

は、当社の業績動向、当社の株価動向、具体的な使途、支出額、支出予定時期、本新株予約権の行使により発行

される株式数及び割当予定先の保有方針等を考慮しつつ、割当予定先との交渉の結果、新株式及び自己株式の発

行に関する日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」の考え方に準じて、直近の株価を基準と

することが公正妥当であると判断したことによるものであります。 

 

これにより算定した発行価額については、当社が日本の株式会社であったと仮定しても、会社法第 238条第 3 

項第 2 号に規定されている特に有利な金額には該当しない水準であると判断しております。 

 

なお、払込金額の適法性につきましては、本日開催の取締役会にて取締役 3 名全員 が、特に有利な金額によ

る発行に該当しない旨の意見を表明しております。当該意見の基礎となる判断要素として、払込金額の算定にあ

たり算定機関である RHL Appraisal が公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある行使価額、当社株式の市場売買

高及び株価、権利行使期間、株価変動性、金利等の前提条件を考慮して、新株予約権の評価額の算定手法として

一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定

機関の評価額は合理的な公正価格と考えられ、払込金額も当該評価額とほぼ同額であること、又、修正後の行使

価額も、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に規定する株式の発行の場合についての払

込金額の基準に準じ、新株予約権行使日の直前取引日の当社普通株式の終値（同日に終値がない場合には、その

直前の終値） の 90%に相当する金額に修正されるので、本新株予約権の払込金額及び行使価額については適正価

額であり、当社の逼迫した財務状態に鑑みると、特に有利な金額による発行ではない旨の意見を述べております。 

 

また、割当予定先との交渉の結果、下限行使価額は、当初行使価額である決議日の直前取引日の終値の 50％

に相当する額であるとしていますが、株価がある程度下落している時期でも、割当予定先による行使を可能とす

るために当該水準の下限を設定しているため、当社としては合理的な水準であると考えております。 

（2）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本日現在の当社の発行済の普通株式及び優先株式の総数に係る議決権の総数は 2015 年 8 月 17 日現在、

2,777,776.79 個（自己株式等はありません。）で、本新株予約権が全て行使された場合に発行される当

社株式に係る議決権の数は 2,297,499 個（発行予定株式数は 2,297,499 株）であり、希薄化率は最大

82.71%となります。（2015年 5月 1日付プレス・リリースにてお知らせした DESによる 277,777株の発行

を合わせた場合、DES を実施する前の発行済株式総数に対する希薄化率は、103.01%となります。）このよ

うに、希薄化率は決して低いとはいえず、最近の出来高と比較しても数が多いことも否めませんが、今回

調達する資金は、運転資金、短期借入金の返済、及びノートの返済として、短期的に当社が存続するために緊

急に必要な状態です。 

 

当社の株価が低迷している中での本新株予約権の発行が、さらなる株価の低迷を招き、当社の時価総額があ

る程度の期間、上場廃止基準である 10億円（有価証券上場規程第 602条１項１号・同第 601条１項４号 a）を下
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回る可能性・リスクもあります。実際、2015年 7月 31日の終値によると、当社の時価総額は 10億円を下回った

ため、2015年 8月 1日から 2016年 4月 30日までの 9か月間3、上場廃止に係る猶予期間に入っております。株価

が低迷している当社の財務状態のもとで、将来当社の企業価値の向上を実現するという目的を達成するために

は、ある程度の希薄化も受け入れざるを得ず、長期的な株主価値を向上させるための施策として、発行数量は過

大とまではいえず、また希薄化の規模は合理的であると判断しました。 

 

別紙発行要項第 14 項（1）に記載のとおり、本新株予約権には当社がいつでも行使することが可能な権利と

してコール・オプションが付されております。株価が取締役会の発行決議時と比較して著しく上昇した場合は、

本コール・オプションを行使して本新株予約権を取得した上、当社にとってより有利な条件による資金調達を行

う予定であります。 

7. 割当予定先の選定理由

等 （1）割当予定先の概要 

 

（１） 名 称 マッコーリー・バンク・リミテッド（Macquarie Bank Limited） 

（２） 所 在 地 Level 6, 50 Martin Place, Sydney NSW 2000 Australia 

（３） 
代表者の役職・氏名 

会長 H.K.マッキャン(H.K. McCann)  

CEO M.J.リームスト(M.J. Reemst)  

（４） 事 業 内 容 商業銀行  

 

（５） 
資 本 金 

9,105 百万オーストリアドル（838,206 百万円）  

(平成 27 年 3月 31 日現在）  

（６） 設 立 年 月 日 1985年 2月 28日  

（７） 発 行 済 株 式 数 普通株式 552,066,999 株  

（８） 決 算 期 3 月 31日  

（９） 従 業 員 数 14,085 人 (マッコーリー・グループ）(平成 27年 3月 31 日現在）  

（10） 主 要 取 引 先 個人及び法人  

（11） 主 要 取 引 銀 行 ―  

（12） 大株主及び持株比率 Macquarie B.H. Pty Ltd： 100%  

（13） 当事会社間の関係  

 

 

 

資 本 関 係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。ま

た、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との

間には、特筆すべき資本関係はありません。 

 

 

 

人 的 関 係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。ま

た、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との

間には、特筆すべき人的関係はありません。 

 

 

 

取 引 関 係 

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。ま

た、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との

間には、特筆すべき取引関係はありません。 

 

 

 

関 連 当 事 者 へ の 

該 当 状 況 

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の

関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。 

（14） 最近３年間の経営成績及び財政状態 

                                                      
3 当社が 2015 年 10 月 31 日までに事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他東京証券取引所が必要

と認める事項を記載した書面を提出することを前提としております。 
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決算期 
平成 25年(2013 年) 

３月末 

平成 26年(2014 年) 

３月末 

平成 27年(2015 年) 

３月末 

 連 結 純 資 産 849,950 百万円 903,450 百万円 1,067,804 百万円 

 連 結 総 資 産 12,751,700 百万円 13,308,334 百万円 15,887,715 百万円 

 １株当たり連結純資産 (円 ) 1,694.61 1,801.27 1,934.19 

 連 結 純 収 益 451,312 百万円 435,780 百万円 487,458 百万円 

 連 結 営 業 利 益 100,935 百万円 111,753 百万円 139,747 百万円 

 連 結 当 期 純 利 益 66,113 百万円 73,623 百万円 103,015 百万円 

 
１株当たり連結当期純利益

(円) 
131.81 146.79 186.60 

 １ 株 当 た り 配当金(円) 246.81 77.76 111.89 

（注）上記表の各円換算額については、各決算日におけるオーストラリア・ドルに対する日本円の株式会

社三菱東京 UFJ銀行の対顧客電信売買相場（仲値）で換算し記載しております（2013 年 3 月 29 日：

1オーストラリア・ドル=97.93円、2014年 3月 31日：1オーストラリア・ドル=95.19円、2015年

3 月 31 日：1 オーストラリア・ドル=92.06 円）。また、オーストラリア会計基準の変更に伴い、

平成 27年（2015年）3月末の連結純収益、連結営業利益の数字を修正しております。 

※  なお、割当予定先、当該割当予定先の役員又は主要株主（主な出資者）が暴力団等とは一切関係が

ないことを確認しており、その旨の確認書を東京証券取引所に提出しております。 

（2）割当予定先を選定した理由 

「2. 募集の目的及び理由」に記載のとおり、当社を取り巻く現在の経営環境及び当社の財政状態に鑑み、公

募増資や銀行等の金融機関からの借入による資金調達が極めて困難な状況にあると認識しています。当社グルー

プが置かれた状況を勘案いたしますと、早期黒字化に向けた経営基盤の安定及び業容拡大が必要不可欠であり、

これらに要する資金を機動的に調達できる手段として、新株予約権の第三者割当による資金調達が当社の企業価

値向上に最も資するものと判断し、割当先を選定するため複数の投資家と交渉してまいりました。割当予定先で

あるマッコーリー・バンク・リミテッドとは、2013年 12月に第三者割当による新株予約権の発行を実施した後、

マッコーリー・バンク・リミテッドの投資意欲と当社の資金需要が合致したことから、当社の事業戦略、資金需

要の必要性及び時期等をご理解いただいたうえで、今回の資金調達への支援につきマッコーリー・バンク・リミ

テッドとの間で協議・交渉を行うこととなりました。今般、本新株予約権の割当先として同社を選定した理由

は、同社が同種の投資案件に豊富な経験と実績を有していることに加え、2013 年 12 月の発行でも同種の

新株予約権の発行を同社と行っており、交渉や実行が比較的スムーズに進められると考えたためです。 

 

資金調達に関しては、他社からもご提案を頂きましたが、その内でマッコーリー・バンク・リミテッドから

の提案を選択した理由は、当社の実績に対する評価のみならず、マッコーリー・バンク・リミテッドから提示さ

れた条件（コミットメント付きであり当社の行使指示により機動的な資金調達を行うことも可能であること）

を考慮し、同社を割当予定先と選定することが、当社にも株主の皆様にとっても有利であると判断したことによ

るものであります。 

（3）割当予定先の保有方針及び転換（行使）制限措置 

本新株予約権について、当社と割当予定先との間で、継続保有及び預託に関する契約はありません。本新株

予約権のコミットメント条項付買取契約において、本新株予約権の譲渡の際には当社取締役会の承認が必要とさ
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れており、また、譲渡が行われた場合、譲受人は本新株予約権のコミットメント条項付買取契約に定める一切の

権利義務を承継する旨が定められます。 

 

割当予定先は、本新株予約権の行使により取得する当社株式を原則として長期間保有する意思を有し

ておらず、適時適切に売却する予定です。 

 

上記 1．（8）に記載のとおり、当社と割当予定先は、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権

を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の 10%を超える部分

に係る転換又は行使（「制限超過行使」）を制限するよう措置を講じます。具体的には、①割当予定先が制限超

過行使を行わないこと、②割当予定先が本新株予約権を行使する場合、あらかじめ、当社に対し、本新株予約権

の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと、③割当予定先が本新株予約権を転売する場合に

は、あらかじめ、転売先となる者に対し、当社との間で前記①及び②に定める事項と同様の内容を約させること、

④割当予定先は、転売先となる者がさらに第三者に転売する場合も、あらかじめ当該第三者に対し当社との間で

前記①及び②に定める事項と同様の内容を約させること、⑤当社は割当予定先による制限超過行使を行わせない

こと、⑥当社は、割当予定先からの転売先となる者（転売先となる者から転売を受ける第三者を含む。）との間

で、当社と割当予定先が合意する制限超過行使の制限と同様の合意を行うこと等について、コミットメント条項

付買取契約で合意します。 

（4）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

当社は割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッドに対し、割当予定先の概要に記載の最近 3年間の

経営成績および財政状態について 2013年から 2015年の ANNUAL REPORT（貸借対照表の預金残高）を確認してお

り、払込みに要する財産の存在について、本日現在、確実なものと判断しております。 

（5）株券貸借に関する契約 

割当予定先と当社および当社役員との間において、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式

に関連して株券貸借に関する契約を締結しておらず、又その予定もありません。 

（6）割当予定先の実態 

割当予定先の株式を 100%所有するマッコーリーB.H. Pty Ltdの親会社であるマッコーリーグループ・リ

ミテッド（以下、「マッコーリーグループ」といいます。）は、オーストラリア証券取引所（ASX）に上場

しており、オーストラリアの銀行規制機関であるオーストラリア健全性規制庁 APRA（Australian Prudential 

Regulation Authority）の監督及び規制を受けております。又、マッコーリーグループは、英国の金融サー

ビス機構 FSA（Financial Services Authority）の規制を受ける英国の銀行であるマッコーリーバンク・イン

ターナショナルも傘下においております。そして、マッコーリーグループの事業は、世界中にあるその他規

制機関による規制を受けております。以上のような、割当予定先の属するグループが諸外国の監督及び規制の

下にある事実について、当社は担当者との面談によるヒアリング及び APRA ホームページ、マッコーリー・バン

ク・リミテッドのアニュアルレポート等で確認しており、割当予定先並びに割当予定先の役員及び主要株主が反

社会的勢力とは関係がないものと判断しております。なお、当社は、割当予定先並びにその役員及び主要株主が、

反社会勢力との間に一切関係がないことを確認しており、その旨の確認書を東京証券取引所に提出しております。 
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8. 募集後の大株主及び持株比率 
(2015 年 6 月 30 日現在)  

 氏名又は名称 住所 
 株式 

の種類 

所有株式数

（株） 

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合(％） 

1 Lai Man Kon Causeway Bay, Hong Kong 普通株式 277,000 9.97% 

2 カ）EMUA-RUKANHA 東京都港区新橋 普通株式 255,930 9.21% 

3 

 
レン・イー・ハン Marine Parade, Singapore 優先株式 225,000 8.10% 

4 カ）テクノグローバル 東京都中央区日本橋兜町 普通株式 147,736 5.32% 

5 アカバネ ノリヒコ 長野県上田市 普通株式 114,000 4.10% 

6 ミヤタ カズノリ 宮崎県都城市 普通株式 57,975 2.09% 

7 INTERACTIVE BROKERS LLC 東京都中央区日本橋 普通株式 42,572 1.53% 

8 ハマノ タケユキ 兵庫県神戸市 普通株式 36,604 1.32% 

9 マツダ ヨシヒロ 東京都新宿区 普通株式 30,000 1.08% 

10 スギノ トオル 東京都品川区 普通株式 28,018 1.01% 

 合計   1,214,835 43.73% 

 

（注）(i)   2015 年 6月 30 日現在の当社の発行済株式総数 2,777,776.79 に対する割合です。 

(ii)  2015 年 5月 1日、当社は DES により、Lai Man Kon 氏に 277,777 株の普通株式を発行してい

ます。2015年 6月 30日現在、同氏は 277,000 株の普通株式を保有しています。同氏は、2015

年 7月 8 日までに保有する株式を全て売却しているため、2015年 7月 9日現在、同氏が保有し

ている株式はありません。 

(iii) 当社の発行済株式総数は 2015年 6月 30 日現在、2,777,776.79 株であるため、仮に全部の本

新株予約権を行使した場合、割当予定先の持株比率は 45.27 %となります。 

9. 今後の見通し 

今般の第三者割当の方法による本新株予約権の募集は、当社の財政状態を改善するものですが、2015

年 12 月期の連結業績に与える影響は精査中です。重要な影響がある場合、判明次第お知らせいたします。

なお、前記「4.調達する資金の具体的な使途および支出予定時期 （2）調達する資金の具体的な使途」に

記載のとおり、当社の負債を一定程度整理できるものと考えております。また、当社の資本金を増加さ

せ、純資産を増強することができる見込みです。 
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10. 企業行動規範上の手続き 

     企業行動規範上の手続きに関する事項 

本件第三者割当は、希釈化率が 82.71%となり（2015 年 5 月 1 日付プレス・リリースにてお知らせした

DES による 277,777 株の発行を合わせた場合、DES を実施する前の発行済株式総数に対する希薄化率は、

103.01%となります。）25%以上となることから、東京証券取引所の定める上場規程第 432 条に定める独立

第三者からの意見入手又は株主の意思確認のいずれかの手続を要します。当社業績は回復しつつあるも

のの、本格的な回復にはなお時間を要する状況であり、公募増資や金融機関借入等の実行は難しく、調

達方法は第三者割当に限られております。また、潜在的に、大規模な株式の希薄化による既存株主持分

割合への影響が生じる可能性がありますが、喫緊の課題である資金繰りの改善と自己資本の充実を図り

ます。本件第三者割当とその後の本新株予約権の行使により調達した資金により、当社の負債の大部分

を整理、資本金を増加、また純資産を増強できるため、今後の当社の存続及び発展に寄与するものと考

えており、既存株主をはじめとするステークホルダーのメリットが、デメリットを上回るものと考えて

おります。 

 

また、当社は既存株主に影響が生じることに鑑みて株主総会の開催も検討致しましたが、上述のとお

り既存株主へのメリットがデメリットを大幅に上回ると判断した点、及び現状の当社資金需要の緊急性

を考慮し、独立第三者の意見を入手する方法を選択致しました。 

 

そこで、当社は既存株主に影響が生じることに鑑みて、本件割当における必要性及び相当性に関する

客観的視点からの意見を入手するため、一般株主保護のために経営者から一定程度独立した者として二

重橋法律事務所の弁護士川村一博氏（以下、「二重橋法律事務所」といいます。）に対して、本新株予

約権の発行の必要性及び相当性に関する意見の表明を依頼いたしました。 

 

当社は、二重橋法律事務所に対して、本件割当について、その目的及び理由、資金調達の額・使途及

び支出予定時期、資金使途の合理性、他の資金調達方法の可能性及びそれとの比較、発行条件の合理性、

割当先の選定理由、既存株主に対する影響、業績に与える影響、その他必要事項を説明し、また二重橋

法律事務所からの質問に対し詳細な回答を行いました。そこで二重橋法律事務所からは本日付で当社の

取締役会に対して、下記内容を記載した意見書が提出されております。その中では、当社が直近の事業

年度において純損失を計上するなど当社の資金繰りが悪化している中で、運転資金の確保と、借入金の

返済のための資金調達を行う合理的な必要性があること、当社の業績と信用状態を考慮すると銀行融資

や公募による他の調達は困難であり本件割当は必要かつ合理的であると考えられる旨が記載されており

ます。また、本件第三者割当により、一定程度の希薄化が生じるものの、当社の資金事情の改善及び成

長のための投資による収益性の改善が可能となるものであり、二重橋法律事務所からの意見書では、本

新株予約権の条件は、割当予定先との交渉によって定められたもので、評価機関の算定する価値評価を

考慮したものであり、当社の指示により割当予定先に新株予約権の行使をさせることが可能となってい

ること、本株予約権の行使ができない期間を当社が指定することができること、制限超過行使はできない

こととされていること等、当社や既存株主の利益を保護するための規定が入っていることも総合的に考慮すると、

本件割当を選択することは相当であるといえる旨が記載されております。 
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11．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近３年間の業績（連結） 

（１）最近３年間の業績

（連結） 

 
2012年 12月期 2013年 12月期 2014年 12月期 

連結売上高 千米ドル 14,212 5,114 3,697 

 百万円 (1,740) (626) (453) 

連結営業利益／損失(△) 千米ドル △5,532 △ 6,567 △3,146 

 百万円 (△677) (△804) (△385) 

連結経常利益／損失(△) 千米ドル △6,677 △6,465 △3,877 

 百万円 (△818) (△792) (△475) 

連結当期純利益／損失(△) 千米ドル △8,389 △5,876 △2,936 

 百万円 (△1,027)   (△720)     (△360) 

１株当たり連結当期純利益／ 米ドル △5.54 △3.88 △1.37 

損失(△) 円 (△678) (△475) (△168) 

１株当たり配当金 米ドル - - - 

 円 - - - 

１株当たり連結純資産 米ドル 3.39 0.17 0.79 

 円 (415.11) (20.82) (96.74) 

 

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2015年 6月 30日現在） 

 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 

（ 普通株式及び優先株式 ） 
2,777,776.79 株 100％ 

現時点の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
5,526 株     0.20％ 

下限値の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
－株        －％ 

上限値の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
－株        －％ 

 

（３）最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 2012年 12月期 2013年 12月期 2014年 12月期 

始  値 528円 473円 715円 

高  値 635円 949円 1,000 円 

安  値 265円    343円    406円 

終  値 465円    729円    596円 

（注）各株価は、株式会社東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。 

 

② 最近６か月間の状況 

 
2015 年 

2 月 

2015年 

3 月 

2015年 

4 月 

2015年 

5 月 

2015年 

6 月 

2015年 

7 月 

始  値 660 円 669円 685円 540円 560円 500円 

高  値 675 円 870円 693円 586円 560円 500円 

安  値 600 円 599円 514円 522円 493円 274円 

終  値 661 円 675円 557円 556円 500円 345円 

（注）各株価は、株式会社東京証券取引所マザーズ市場・第二部におけるものであります。 
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③ 発行決議日前営業日における株価 

 2015 年 8月 14日 

始  値 326円 

高  値 326円 

安  値 318円 

終  値 325円 

（注）各株価は、株式会社東京証券取引所第二部におけるものであります。 
 

（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

 第三者割当による新株予約権の発行（決議日 2013年 12 月 19日） 

割 当 日 2013 年 12月 20日 

発 行 新 株 予 約 権 数 750,000 個 

行 使 価 額 及 び 

行使価額の修正条件 

当初本新株予約権行使価額（決議日の直前取引日の株価の終値）684 円 

行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の当社普

通株式の終値の 90%に相当する金額（1 円未満切上げ）に修正されます。ま

た、当社が時価以下で株式を発行する場合や株式分割等を行うことにより行

使価額が調整される場合等に発行要項に従い行使価額が修正される場合があ

ります。但し、下限行使価額は当初行使価額である決議日の直前取引日の終

値の 50％に相当する額である 342 円以上であり、かつ当社の普通株式の額面

金額である 20香港ドル（又はこれに相当する日本円の金額）以上でなければ

ならないこととされております（当時）。 

 

 

 

発行時における調達予

定資金の額（差引手取

概算額） 

 

調達予定資金の額 

503,250,000 円（差引手取概算額） 

資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して

出資される価額（当初行使価額ですべての本新株予約権が行使されたと仮定した

場合）を合算した金額から、発行諸費用の概算額を差し引いた理論上の金額で

す。行使価額が修正されて当初行使価額より上昇又は下落した場合には、資金調

達の額は増加又は減少することとなります。また、本新株予約権の行使期間内に

行使が行われない場合及び当社が本新株予約権を取得して消却した場合には、資

金調達の額は減少します。 

割  当  先  マッコーリー・バンク・リミテッド 

発行前の発行済株式総

総 数 

1,515,305.79 株 

当該発行による潜在

株 式 数 

750,000 株 

行 使 状 況 行使済株式数：706,594 個 

当社は未行使新株予約権数 43,406 個を割当先からの買戻請求により 2014 年

7 月 15 日 390,654 円（1 新株予約権あたりの発行価額である 9 円）にて全て

買戻しています。当時、当社は更に普通株式を発行することができなかった

ため割当先との契約に基づく請求に従い、未行使新株予約権を買戻ました。 

現 時 点 に お け る 

調 達 した 資金 の額 

（差引手取概算額） 

383,909,802 円  
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発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

運転資金として 50～100 百万円程度 

リストラクチャリング費用として 50～100 百万円程度 

新規事業開拓として 100～303 百万円程度 

発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 

2013 年 12月から 2014年 11 月ころ 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 

短期借入金の返済及び弁護士・監査法人等の専門家費用を含む運転資金とし

て充当しました。 

 

 第三者割当による A種優先株式の発行（決議日 2014年 8月 6 日） 

割 当 日 2014 年 8月 6日 

発 行 株 式 数 225,000 株 

発 行 価 額 A 種優先株式 1 株当たり 23.24 香港ドル（367円） 

発行時における調達予

定資金の額（差引手取

概算額） 

4,596 千香港ドル（72,571 千円）（差引手取概算額） 

割 当 先 レン・イー・ハン 

発行前の発行済株式総

総数 

2,274,999.79 株 (普通株式) 

現 時 点 に お け る 

調 達 し た 資 金 の 額 

5,229 千香港ドル（82,566 千円） 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

運転資金 

発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 

2014 年 8 月から 2015年 3月ころ 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 

上記の当初の資金使途に充当しました。 

 

 第三者割当による新株式の発行（決議日 2015 年 5月 1 日） 

割 当 日 2015 年 5月 1日 

発 行 新 株 数 277,777 株 

発 行 価 額 1 株につき33.03香港ドル (1 株につき512円、割当日において)  

発 行 時 に お け る 

調 達 予 定 資 金 の 額 

（差引手取概算額） 

1,501千カナダドル（142百万円、割当日において)  

割 当 先 Mr. Lai Man Kon 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
2,499,999.79 株 (普通株式及び優先株式) 

当 該 募 集 に よ る 

潜 在 株 式 数 
277,777 株 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 
ノートの現物出資 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 
上記の当初の資金使途に充当しました。 
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12．発行要項 

別添のとおり 

（注）上記の数値は、1 米ドル＝122.45 円、１カナダドル＝98.61 円  、1シンガポール・ドル＝90.94 円、1香

港ドル＝15.79 円（2015年 6月 30日現在の株式会社三菱東京 UFJ銀行の対顧客電信売買相場（仲値））にて換算

しております。 

 

以 上  
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新華ホールディングス・リミテッドについて 

 

当社、新華ホールディングス・リミテッドは複合的な事業を展開するグループ企業であり、主に中国及び

日本を含むその他のアジアの地域において、金融サービス及びパブリックリレーションの事業分野におい

て商品及びサービス並びにスマートフォン、テレコム・ソフトウェア・プラットフォーム、グローバル・

メッセージング・ゲートウェイ及びモバイル広告プラットフォームの開発及びオペレーションを提供して

います。東京証券取引所の第二部に上場（証券コード：9399）しており、香港に事業本部を構え、中国及

び日本に拠点を配し、グローバルなネットワークを有しています。 

詳細は、ウェブサイト：http://www.xinhuaholdings.com をご参照下さい。 

 

本文書は一般公衆に向けられたプレスリリースであり、当社株式の勧誘を構成するものではなく、いかな

る投資家も本書に依拠して投資判断を行うことはできません。当社株式への投資を検討する投資家は、有

価証券報告書などの提出書類を熟読し、そこに含まれるリスク情報その他の情報を熟慮した上でかかる判

断を行う必要があります。本書は多くのリスク及び不確定要素を含むいくつかの将来に関する記述を含ん

でいます。多くの事項が当社の実際の結果、業績または当社の属する産業に影響を与える結果、将来に関

する記述で明示または黙示に示される当社の業績と実際の将来の数値とは大きく異なることがあります。 
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2015年8月18日発行新華ホールディングス・リミテッド新株予約権（第三者割当） 

発行要項 

1．本新株予約権の名称 

2015年8月18日発行新華ホールディングス・リミテッド新株予約権（第三者割当）（以

下「本新株予約権」という｡） 

2．申込期日 

平成27年8月18日 

3．割当日 

平成27年8月18日 

4．払込期日 

平成27年8月18日 

5．募集の方法 

第三者割当ての方法により、全ての本新株予約権をマッコーリー・バンク・リミテッド

に割り当てる。 

6．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式2,279,499株（本新株

予約権1個当たりの目的たる株式の数（以下「割当株式数」という｡）は1株とする｡）。但

し、下記第(2)号乃至第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目

的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。 

(2) 当社が第11項の規定に従って行使価額（以下に定義する｡）の調整を行う場合には、

割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り

捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第11項に定め

る調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 

 

   ＝ 

 

(3) 調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第11項第(2)号及び第(5)号に

よる行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日ま

でに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調

整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第11項

第(2)号⑤、金融商品取引法又は金融商品の取引に適用されるその他の法律若しくは規則

に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適

調整後割当株式数 

調整前割当株式数 調整前行使価額 × 

調整後行使価額 
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用開始日以降速やかにこれを行う。 

7．本新株予約権の総数 

2,297,499個 

8．各本新株予約権の払込金額 

新株予約権1個当たり金4円 

「円」又は「日本円」とは、日本国で通用力を有する通貨を意味する。 

9．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法 

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に

当該本新株予約権の目的である株式の数を乗じた額とする。 

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下

「行使価額」という｡）は、当初325円とする。但し、行使価額は第11項に定めるところに

従い調整される。 

10．行使価額の修正 

(1) 本第10項第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日の東京証券取引所における当社株

式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の90%に相当する金

額に修正される（端数が生じた場合、当該行使価額の切上げ又は切下げは行わない。但し、

当該行使価額に新株予約権の行使数を乗じた後に1 円未満の端数がある場合は当該端数

を切上げる。）。さらに、第16項第(1)号に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知を

当社が受領した時点において、東京証券取引所におけるその日の売買立会が終了している

場合、当該通知は、直後の取引日に受領したものとみなす。 

本発行要項において、「行使日」とは、第16項第(1)号に定める本新株予約権の各行使請

求に係る通知を当社が受領した日をいう。 

「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証

券取引所において当社株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限があった場合に

は、当該日は「取引日」にあたらないものとする。 

「修正日」とは、各行使価額の修正につき、行使日の直前の取引日をいう。 

(2) 行使価額は、当初行使価額である決議日の直前取引日の終値の50％に相当する額で

ある162円（但し、第11項による調整を受ける。）（以下「下限行使価額」という。）を

下回らないものとする。下限行使価額を下回る場合、行使価額は下限行使価額（但し、第

11項による調整を受ける。）に修正されるものとする。 

「香港ドル」とは、中華人民共和国香港特別行政区政府で通用力を有する通貨を意味する。 

本第10項第(2)項において、(i) 下限行使価額の計算が必要となる日の直前の取引日にブル

ームバーグに表示される終値（該当頁が使用できない場合又は該当換算レートが当該日に

表示されない場合は、当社と本新株予約権者との間で合意する、他の頁又は情報サービス

ベンダーが表示する換算レート、又はその他の方法で決定される換算レートとする。）、
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又は(ii) 当社と本新株予約権者との間で合理的に合意されるその他の換算レート、のいず

れかの日本円と香港ドルの換算レートに基づき香港ドルを日本円に換算する。 

11．行使価額の調整 

(1) 当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普

通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算

式（以下「行使価額調整式」という｡）をもって行使価額を調整する。 

 

 

 

 

 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期

については、次に定めるところによる。なお、調整後の行使価額は、一日のみ適用される

ものとし、その後、第10項第(1)号に従い調整される。 

①下記第(4)号②に定める時価の90.1％を下回る払込金額をもって当社普通株式を新た

に発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を

含む｡）（但し、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）の行使、取得

請求権付株式、取得条項付株式又は当社普通株式に転換若しくは交換可能な転換・交換

可能証券の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通

株式を交付する場合、及びデット・エクィティ・スワップ、会社分割、株式交換又は合

併により当社普通株式を交付する場合を除く｡） 

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日と

し、無償割当ての場合はその効力発生日とする｡）、又はかかる発行若しくは処分につ

き株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日にこれ

を適用する。 

②株式の分割により普通株式を発行する場合（当社普通株式の保有者に無償で交付する

場合、株式配当又は株式再分割を含む。） 

調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日にこれを適用する。 

③下記第(4)号②に定める時価の90.1％を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付

する定めのある取得請求権付株式、下記第(4)号②に定める時価の90.1％を下回る払込

金額をもって（転換・交換可能証券の対価として）当社普通株式を交付する定めのある

転換・交換可能証券又は下記第(4)号②に定める時価の90.1％を下回る払込金額をもっ

て当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む｡）その他権利（転換・交換可能証券を取得することができる権利を含む。ただし、

発行者又は発行者の子会社の役員、従業員若しくはコンサルタントに発行された新株予

約権又はオプションを除く。）を発行又は付与する場合： 

調整後の行使価額は、取得請求権付株式若しくは転換・交換可能証券の全部に係る取

得請求権又は新株予約権その他権利（転換・交換可能証券を取得することができる権利

調整後 

行使価額 
既発行株式数 

× 

＋ 

＋ 
既発行 

株式数 

調整前 

行使価額 
＝ 

新発行・処分株式数 

1株当たりの時価 

 

新発行・処分 

株式数 

× 1 株当たりの 

払込金額/対価 
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を含む。）の全部が当初の条件で行使され、当該権利が全て行使され当社普通株式の最

大数が交付されるものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期

日（新株予約権の場合は割当日）又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適

用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その

日の翌日にこれを適用する。 

本第(2)号③は、取得請求権付株式、転換・交換可能証券又は新株予約権（新株予約

権付社債に付されたものを含む。）その他権利（転換・交換可能証券を取得することが

できる権利を含む。）が変更され（当初の発行条件に従う場合を除く。）、当該変更後

に権利の保有者が下記第(4)号②に定める時価の90.1％を下回る払込金額をもって当社

普通株式の交付を請求することができる場合に準用する。 

④当社の発行した取得条項付株式、転換・交換可能証券又は取得条項付新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む｡）その他権利（転換・交換可能証券を取得する

ことができる権利を含む。）の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価の90.1％を下

回る価額をもって当社普通株式を交付する場合 

調整後の行使価額は、取得日の翌日にこれを適用する。 

⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以

降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃

至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日にこれを適用する。

この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行

使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に

交付する。 

 

 

 

 

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 

(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が

１円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を

必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使

価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 

(4) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四

捨五入する。 

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日（但し、

本項第(2)号⑤の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券

取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（終値のない日数を除く｡）と

する。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五

入する。 

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるため

× 

株式数 ＝ 

調整前行使価額により 

当該期間内に交付された株式数 

調整後行使価額 

 

調整前 

行使価額 

調整後 

行使価額 － 
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の基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を

初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日に

おいて当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号⑤の場合に

は、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当

社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含まないものとする｡ 

(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当

社は、本新株予約権者と協議のうえ、必要な行使価額の調整を行う。 

①株式の併合、株式内容の変更、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行

使価額の調整を必要とするとき。 

②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価

額の調整を必要とするとき。 

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行

使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要が

あるとき。 

(6) 行使価額の調整を行うとき（下限行使価額が調整されるときを含む。）は、当社は、

調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う

旨及びその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額（下限行使価額を含む。）並びに

その適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤、金融商品取引

法又は金融商品の取引に適用されるその他の法律若しくは規則に定める場合その他適用

開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこ

れを行う。 

12．本新株予約権を行使することができる期間 

平成27年8月18日から平成29年8月17日までとする。 

13．その他の本新株予約権の行使の条件 

 各本新株予約権の一部行使はできない。 

14．本新株予約権の取得 

(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権

の払込期日の翌日以降、3取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、

本新株予約権1個当たり4円の価額で、本新株予約権者（当社を除く。）の保有する本新株

予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の

合理的な方法により行うものとする。本条項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社に

よる本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予

約権者が得たいかなる情報も、適用ある日本の法令において未公開の重要情報又はインサ

イダー情報その他の同様な未公開情報を構成しないよう、当社が当該取得について開示を

しない限り効力を有しないものとする。 

(2) 合併事由が生じた場合又は東京証券取引所において当社の普通株式が上場廃止とさ

れる場合、3取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約

権1個当たり4円の価額で、本新株予約権者（当社を除く｡）の保有する本新株予約権の全

部を取得する。本条項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に
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対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる

情報も、適用ある日本の法令において未公開の重要情報又はインサイダー情報その他の同

様な未公開情報を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有し

ないものとする。 

「合併事由」とは、(i) 当社の合併（合併により当社存続会社となり、かつ、既発行の当

社普通株式の内容に変更が生じない場合を除く。）、(ii) 当社の株主総会若しくは取締役

会の決議により当社が他の法人等の完全子会社となる場合、(iii) 当社の株主総会若しくは

取締役会の決議により当社が2以上の法人等に分割され、又は当社の事業の全て若しくは

実質的に全てを第三者に譲渡する場合、又は(iv) 当社の株主総会若しくは取締役会の決議

により全ての当社普通株式（勧誘者が保有又は支配する当社普通株式を除く。）を第三者

に譲渡する買収提案若しくは取消不能な譲渡提案を承認した場合、をいう。 

(3) 本新株予約権の発行後、いずれかの取引日において、東京証券取引所における当社普

通株式の普通取引の終値が15取引日連続して当初行使価額の20％に相当する額である65

円（但し、第11項により行使価額が調整される場合には、当該行使価額の調整に応じて調

整されるものとする。）を下回った場合、いずれかの15連続取引日間の当社普通株式の1

取引日あたりの東京証券取引所における普通取引の平均売買出来高が、1,000株を下回っ

た場合、又は東京証券取引所における当社の普通株式の取引が5連続取引日以上の期間に

わたって停止された場合には、本新株予約権者は、その選択により、当社に対して書面で

通知することにより、本新株予約権の全部又は一部の取得を請求することができる。当社

は、当該取得請求にかかる書面が到達した日の翌取引日から起算して3取引日目の日にお

いて、本新株予約権1個あたり4円の価額で、当該取得請求にかかる本新株予約権の全部を

取得する。 

15．本新株予約権の行使により生じる権利 

本新株予約権の行使により付与される当社普通株式は全額払込済みで、法的担保権、担保

権、法的負担、先買権その他第三者の権利の負担のないものとし、(i) 当該当社普通株式

は行使日に発行されている他の当社普通株式とあらゆる点で同順位であり、(ii) 当該当社

普通株式の登録された保有者は行使日以後いかなる点においても当社の普通株式の保有

者として取り扱われる。但し、行使日に先立つ基準日に基づき付与される権利又は適用法

令により強制的に除外される権利は除く。 

16．本新株予約権の行使請求の方法 

(1) 本新株予約権を行使する場合、第12項記載の本新株予約権を行使することができる

期間中に第19項記載の行使請求受付場所を宛先として、行使請求に必要な事項を電子メー

ル又は当社及び当該行使請求を行う本新株予約権者が合意する方法により通知するもの

とする。本新株予約権者は、前記の行使請求通知の写しを、当社の顧問又は株券管理機関

である、Codan Trust Company (Cayman) Limitedに送付する。行使請求通知は、当社の顧問

又は株券管理機関に到達したか否かにかかわらず、当社が受領した場合に直ちに適切に処

理される。 

(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使

に際して出資される財産の価額の全額を、日本円又は香港ドルの現金にて第20項に定める

払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする（当該財産の総額は、行使請求

における有効な行使価額を行使される新株予約権の個数で乗じ、1円未満の端数を切り上

げた金額とする。）（香港ドルで振り込む場合、日本円で表示された出資される財産の価

額を、当該払込をする日に本新株予約権者が行使請求書を交付する前の時点でブルームバ
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ーグに表示される換算レート（該当頁が使用できない場合又は該当換算レートが当該日に

表示されない場合は、当社と本新株予約権者との間で合意する、他の頁又は情報サービス

ベンダーが表示する換算レート、又はその他の方法で決定される換算レートとする。）で、

香港ドルに換算する。但し、1香港ドル未満は切り捨てる。 

(3) 本新株予約権の行使請求は、第19項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必

要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の

価額の全額が前号に定める口座に入金された日に効力が発生し、同日に行使された本新株

予約権の保有者には当該本新株予約権が対象とする当社普通株式が付与され、当社の株主

名簿上で当社株主として登録される権利を保有する。 

17．新株予約権証券の不発行 

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。 

18．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本発行要項及び割当予定先との間で締結されるコミットメント条項付買取契約に定め

られた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーション

を基礎として、当社の株価、当社株式の流動性及び株価変動性（ボラティリティ）、当社

に付与されたコール・オプション及び行使指図権、割当予定先の権利行使行動及び割当予

定先の株式保有動向等について一定の前提を置いて算定機関が評価した結果を参考に、本

新株予約権１個の払込金額を金4円とした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額は第9項に記載のとおりとし、行使価額は当初、平成27年8月14日の東京取

引所における当社普通株式の普通取引の終値の100%相当額とした。 

19．行使請求受付場所 

会社名：新華ホールディングス・リミテッド 

住所：Suite 2103 Infinitus Plaza 199 Des Voeux Road Central, Hong Kong 

 

20．払込取扱場所 

会社名：スタンダードチャータード銀行（香港）リミテッド、香港支店 

住所：LG/F to 2/F of Silver Fortune Plaza, 1 Wellington Street, Central, Hong Kong 

 

21．新株予約権行使による株式の交付 

 

当社は、(i) 本新株予約権の行使の直後に当社普通株式を本新株予約権者に直接発行し

て、行使請求の効力が生じた日と同日付で当社の株主名簿を改定するか、又は(ii) 本新株

予約権の行使の直後にHorsford Nominee Limited（以下「ノミニー」という。）を通じて新

たに発行する当社普通株式、若しくは株式会社証券保管振替機構（以下「JASDEC」とい

う。）の株式等振替制度によりノミニーを介して当社の口座で保有する当社普通株式を本

新株予約権者の指定する口座に振り替えて、香港時間の午前10時までに行使請求が有効と

なった場合は同日付で、それ以外の場合は翌日付で当社の株主名簿及び／又はノミニーが

保有する名簿の改定を行う。ただし、当社、Codan Trust Company (Cayman) Limited、ノミ

ニー又はJASDECの支配が及ばない技術的な不能又は事由が生じていない場合に限る。 

22．その他 

(1) 上記各項については、金融商品取引法を含む証券法に従うことを条件とする。 
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(2) 本新株予約権の条件は、市場の状況、当社の財務状況、本新株予約権の払込金額その

他を踏まえ、当社が現在獲得できる最善のものであると判断する。 

(3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社取締役会により当社取締役会長

兼最高経営責任者に一任する。 

以上 

 

 


